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２０１８年度介護報酬改定について 
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平成30年度介護報酬改定で、通所介護・地域密着型通所介護は、 

下記の内容が、変更及び追加事項として協議されております。 
 

はじめに 

① 新たな機能訓練加算の創設 

② 運営推進会議の開催方法の緩和 

③ 基本報酬の見直し 
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国は、通所介護・地域密着型通所介護の役割として 

 

自立支援及び重度化の防止 

 

に取り組むサービスを実現させる！ 
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平成28年11月10日第２回未来投資会議  
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P10 何故、通所介護事業所が、医療機関と連携を図るような案が出ているのか？ 

 

まず、未来投資会議というものがあります。 

未来投資会議とは、「日本経済再生本部の下、第4次産業革命をはじめとする将来の成長に資する 

分野における大胆な投資を官民連携して進め、「未来への投資」の拡大に向けた成長戦略と 

構造改革の加速化を図るため、産業競争力会議及び未来投資に向けた官民対話を発展的に 

統合した成長戦略の司令塔として、 未来投資会議(以下「会議」という。)を開催する。 」というもので、 

その中に、「介護分野の対応」が平成28年11月10日に議論されました。 

 

 

説明は次のページの資料 
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自立支援について 
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介護サービスの質の評価のあり方Ⅰ 
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介護サービスの質の評価のあり方Ⅱ 
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介護サービスの質の評価のあり方Ⅲ 
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外部の通所リハ事業所等のリハビリ専門職との連携による機能訓練の 
推進について 

個別機能訓練加算は機能訓練指導員を専従で多く必要があり、新たな人材確保が困難である。と 

意見があります。 

そこで、上記のような質の高い個別機能訓練を行える評価を創設することが案として出ております。 

 

具体的には、 

通所介護職員と外部のリハビリテーション専門職が連携して、機能訓練のマネジメントをすることに 

ついて評価を行うというもの。 

 

① 訪問・通所リハ、リハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士・作業療法士・ 
  言語聴覚士・医師と共同で、アセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成すること 

 

② リハビリテーション専門職と連携して個別機能訓練計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に 

  応じて計画・訓練内容等の見直しを行うこと 

生活機能向上連携加算の創設について 
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P７ 小規模型の施設で、個別機能訓練加算を算定しない施設は、７割弱となります。 

    

加算を算定しない理由 TOP３ （個別機能訓練加算Ⅱを抜粋） 

１ 機能訓練指導員を専従で配置することが難しい ６４．８％ 

２ 個別機能訓練加算の作成が難しい ２２．２％ 

３ 利用者負担が増えるため １３．６％ 

 

上記３点に関しては、皆様の施設でも共通する部分だと感じております。 
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Barthel Index（バーセルインデックス評価）で評価することが議論されている。 

 

Barthel Indexとは？ 

 

 

日常生活動作（ＡＤＬ）を評価する方法のひとつ。  

「バーセルインデックス（Ｂａｒｔｈｅｌ Ｉｎｄｅｘ）食事、移乗、整容、トイレ動作、入浴、移動、階段昇降 

更衣,排便自制、排尿自制の10項目を、自立、部分介助など数段階の自立度で評価する。 

レベル分けの基準が項目ごとに具体的に設定されているため 

理解しやすく簡単に使用でき、広く活用されている。 

自立度に応じて点数を設定しており、完全に自立している場合は100点になる。 

目安として、総合点数が40点以下ならほぼすべての項目に介助が必要、60点以下で 

は起居移動動作を中心に介助が必要だと推測することができる。」 
 

アウトカム評価の創設 

通所介護事業所において、自立支援・重度化防止の観点から 

一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL（日常生活動作）維持または改善の度合い 

が一定の水準を超えた場合に評価する。 

 

機能訓練に係るアウトカム評価 
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機能訓練に係るアウトカム評価 
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機能訓練に係るアウトカム評価 
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現行の機能訓練指導員の対象資格 

 

・理学療法士 

・作業療法士 

・言語聴覚士 

・（准）看護師 

・柔道整復師 

・あんまマッサージ指圧師 
 

機能訓練指導員確保の促進 

左記に加え 一定の実務経験を有する 

 

はり師・きゅう師を追加 

 

 

利用者の心身の機能の維持を促進する観点から 

現時点では、実務経験は半年以上と 

考えられている。 

介護給付分科会 第153回(H29.11.29) 資料5より  
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運営推進会議開催方法の緩和 

地域密着型通所介護の運営推進会議の効率化や、事業所間ネットワーク形成の 

促進などの観点から現在認められていない複数の事業所の合同開催が可能となります。 

 
合同開催するためには、下記の要件を満たす必要があります。 
 
１、利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護する 
  こと。 
 
２、同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。 
 
２については、市区町村内の事業所になると思います。 
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サービス提供時間の見直しについて 

今まで２時間毎に設定されていた報酬単価が、１時間毎の設定に変更されることが案として 

出されております。 
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サービス提供時間の見直しについて 
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サービス提供時間の見直しについて 

介護報酬のプラス改定と言われております。 

しかし、新設の加算も設置されるため、基本報酬事態がプラスになるかどうか 

現時点では確定しておりません。 

 

１時間毎になる事により影響を受けると考えられること 

・現状の樹楽のサービス提供時間では８時間以上９時間未満の算定が困難 

・７時間以上８時間未満の報酬単価が現在の７時間以上９時間未満以下になった際の減収 

・延長加算を算定するためには８時間以上９時間未満の利用が必要 

 

８時間以上９時間未満の時間帯で算定するためには 

・サービス提供時間の変更 

現状の利用時間帯に応じて各加盟店毎に変更する。 

（例１：８：００～１７：００、８：３０～１７：３０、９：００～１８：００等） 
（例２：８：３０～１７：００、８：４５～１７：１５、９：３０～１８：００等） 
 

生活相談員をサービス提供時間相当分配置しないといけないので、１人体制の場合は 

出勤時間時間が限られてくる。 

※１日のうち、管理者と相談員を兼務している場合は、別の相談員を配置する必要がある。 
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サービス提供時間の見直しについて 

現状の提供時間ごとのピーク時間 

 

「３時間以上５時間未満」 
３時間以上３時間半未満・・・・・・８２．４％ 

 

「５時間以上７時間未満」 
６時間以上６時間半未満・・・・・・４２．４％ 

 

「７時間以上９時間未満」 
７時間以上７時間半未満・・・・・・６０．９％ 

 

 

５時間以上７時間未満以外では、各区分の最短時間が半数以上を占めている。 

現状に応じた報酬を設定するために１時間区分で報酬が見直される。 
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通所介護：規模ごとの利益率 

一般企業の平均利益率が２．６％に対して、通所介護では下記のようになっている。 

 

地域密着型通所介護 

２．０％（１．６％） 
 

通常規模 

３．４％（３．２％） 
 

大規模Ⅰ 

７．９％（７．７％） 
 

大規模Ⅱ 

１０．０％（９．５％） 
※（）内は税引き後 

 

通常規模以上は一般企業の平均を上回っていることもあり、基本報酬が減額される 

事が予想されます。 
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共生型サービスの指定基準などを検討する 

 
新設される共生型サービスの指定基準と報酬体系が審議される。共生型サービスとは、介
護保険サービスと障害福祉サービスの同一事業所における一体的な提供を可能とすること
をいう。介護保健サービス分野の指定基準と報酬体系は介護給付費分科会で、障害福祉
サービス部分の報酬体系は障害者部会で、それぞれ審議される。 
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